
 

資料１ 
 

 

 
（令和５年度第 11 回沖縄県環境影響評価審査会資料） 

 

 

 
○ 那覇港浦添ふ頭地区交流・賑わい空間公有水面埋立事業に 

係る環境影響評価方法書について 

 

(1) 事業概要 ･･･････････････････････････････････････ １ 
 

(2) 環境影響評価の手続の状況 ･･･････････････････････ ３ 
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那覇港浦添ふ頭地区交流・賑わい空間公有水面埋立事業の概要 

１ 事業名 那覇港浦添ふ頭地区交流・賑わい空間公有水面埋立事業 

２ 事業者 

浦添市土地開発公社 理事長 新垣 剛 

 

那 覇 港 管 理 組 合 管理者  玉城 康裕 

３ 実施場所 

 

浦添市西洲３丁目地先公有水面 

 

４ 事業目的 

｢那覇港浦添ふ頭地区交流・賑わい空間公有水面埋立事業｣は、令和5 年3 月

に改訂された那覇港港湾計画に基づき、海とイノーを活かした親水空間を設け

るとともに牧港補給地区跡地との一体的利用を想定した観光・ビジネス拠点を 

含む交流・賑わい空間を創出することを目指しており、マリーナ用地、宿泊施

設、商業施設、海洋緑地が位置付けられている。 

 

５ 事業概要 

(1) 事業種類 埋立て 

(2) 事業規模 約 32.2 ha 

・浦添市土地開発公社：約 22.5ha 

・那 覇 港 管 理 組 合：約 9.7 ha 

６ 環境影響評価手続の経緯 

(1) 方法書手続 

平成 24 年 11 月 28 日 環境影響評価方法書の送付 

11 月 29 日 方法書の公告・縦覧（～12 月 28 日） 

平成 25 年１月 17 日 住民等の意見の提出期限（提出：０件） 

１月 25 日 住民等の意見の概要の県への送付 

２月８日 沖縄県環境影響評価審査会への諮問 

３月 22 日 沖縄県環境影響評価審査会からの答申 

３月 26 日 方法書に対する知事意見の提出 
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 (2) 方法書再手続※埋立区域の位置・形状等の変更に伴う再手続 

令和５年 12 月 20 日 環境影響評価方法書の送付 

12 月 20 日 方法書の公告・縦覧（～１月 26 日） 

12 月 21 日 沖縄県環境影響評価審査会への諮問 

令和６月 ２月 9 日 住民等の意見の提出期限（提出：71 件） 

２月 16 日 住民等の意見の概要の県への送付 
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事業計画 

関係市町村長

の意見 

知事の意見 

諮問：令和５年 12月 21 日 

答申：令和 年 月  日 

那覇港浦添ふ頭地区交流・賑わい空間公有水面埋立事業の環境アセスメントに関す

る流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法書の作成 

県への送付 

公告・縦覧  

住民等の意見 

意見概要書の県

への送付 

審査会の意見 

住民説明会 

60 日

以内 

平成 24 年 11 月 28 日 

平成 24 年 11 月 29 日～平成 24年 12 月 28 日 

提出期限：平成 25年 1月 17 日 

平成 25 年 1 月 25 日 

諮問：平成 25年 2月 8 日 

答申：平成 25年 3月 22 日 

事業計画等の

見直し 

（再）方法書の作成 

県への送付 令和５年 12 月 20 日 

公告・縦覧  

住民説明会 

令和５年 12 月 20 日～令和６年１月 26日 

意見概要書の県

への送付 

知事の意見 

令和６年２月 16 日 関係市町村長

の意見 

審査会の意見 

住民等の意見 提出期限：令和６年２月９日 

平成 25 年 3 月 26 日 

令和 年 月 日 60 日

以内 
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審査会の意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境アセスメント

の実施 

準備書の作成 

住民説明会 

県への送付 

公告・縦覧 

意見概要書の県

への送付 

住民等の意見 

関係市町村長

の意見 

審査会の意見 必要に応じ 

対策の見直し 

評価書の作成 

県への送付 

必要に応じ 

対策の見直し 

知事の意見 

知事の意見 

評価書の補正 

45 日

以内 

120 日

以内 

令和 年 月 日 

令和 年 月 日  ～  令和 年 月 日 

諮問：令和 年 月  日 

答申：令和 年 月 日 

令和 年 月 日 

提出期限：令和 年 月 日 

諮問：令和 年 月  日 

答申：令和 年 月 日 

令和 年 月 日 

令和 年 月 日 
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事業の実施  

県への送付 

公告・縦覧 

許認可等 

工事中 

存在時 

供用時 

事後調査の実施 

調査報告書の作成 

公告・縦覧  

措置の検討 

審査会の意見 

知事の措置要求 改善 

令和 年 月 日 


